
市
民
活
動
支
援
補
助
金
　

（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
）

地
域
活
性
化
の
た
め
に
自
ら
企
画

し
て
公
益
的
活
動
を
行
う
、
市
民
活

動
団
体
な
ど
の
実
施
す
る
事
業
に
対

し
て
の
補
助
金
の
交
付

▼�

対
象
経
費
＝
対
象
と
な
る
事
業
の

実
施
に
直
接
必
要
と
な
る
経
費

　
※�

団
体
の
経
常
的
な
管
理
運
営
経

費
は
除
き
ま
す
。

▼�

補
助
金
額
＝
補
助
の
対
象
と
な
る

経
費
に
、
補
助
回
数
に
応
じ
た
補

助
率
を
乗
じ
て
得
た
額（
１
団
体

当
た
り
上
限
20
万
円
で
、
１
０
０

０
円
未
満
切
り
捨
て
）

▼
１
回
目
＝
80
％

▼
２
回
目
＝
70
％

▼
３
回
目
＝
50
％

次
の
①
～
④
の
全
て
の
条
件
を
満

た
す
団
体

①�

こ
れ
か
ら
活
動
を
開
始
す
る
、
ま

た
は
活
動
期
間
が
お
お
む
ね
３
年

未
満
の
団
体

②�

構
成
員
が
５
人
以
上
で
、
そ
の
過
半

数
が
本
市
に
住
所
を
有
し
、
活
動
拠

点
・
活
動
場
所
が
市
内
の
団
体

③�

薩
摩
川
内
市
民
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
加
入
し
、
公
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
活
動
を
行
う
任
意
団
体
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど

※�

市
民
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、

市
民
活
動
団
体
の
交
流
・
情
報
交

換
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報
提
供

　
を
行
い
ま
す
。

④�

規
約
な
ど
を
有
し
、
責
任
者
が
明

確
で
、
独
立
し
た
経
理
を
行
っ
て

い
る
団
体

▼
市
民
活
動
支
援
補
助
金
申
込
書

　
▼
事
業
計
画
書
、
事
業
収
支
計
画
書

　
▼
団
体
に
関
す
る
調
書

　
▼
団
体
構
成
員
名
簿

　
▼�

他
の
制
度
に
よ
る
補
助
、
助
成

ま
た
は
委
託
事
業
の
申
請
状
況

11
月
29
日（
金
）消
印
有
効

市

ま
た
は
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
、
各
支
所
、
甑
島
振
興
局
お
よ

び
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

に
備
え
付
け
の
書
類
に
必
要
事
項
を

明
記
の
上
、
直
接
、
送
付

〒
８
９
５
‐
０
０
１
２
　
平

佐
一
丁
目
18
番
地�

市
民
活
動
セ
ン

タ
ー（
Ｓ
Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い
内
）

（
25
）６
２
１
０

市
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
推
進

研
修
会

11
月
25
日（
月
）９
時
30
分
～
11
時

30
分東

郷
公
民
館

（
同
）南
九
州
野
生
動
物
保
護
管

理
セ
ン
タ
ー
代
表�

浅あ
さ

井い

隆た
か

之ゆ
き

氏
、　

（
一
財
）環
境
技
術
協
会�

稲い
な

留ど
め

陽た
か

尉や
す

氏

ど
な
た
で
も
可

※
受
講
無
料

※�

詳
し
く
は
、
市

を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

11
月
20
日（
水
）ま
で

市

上
に
掲
載
ま
た
は
本
庁
４

階
農
業
政
策
課
に
備
え
付
け
の
申
込

書
に
必
要
事
項（
氏
名
・
住
所
・
連

絡
先
な
ど
の
必
要
事
項
）を
明
記
の

上
、
直
接
、
電
話
、
送
付
、
メ
ー
ル
、

フ
ァ
ク
ス

本
庁
農
業
政
策
課
農
政
Ｇ
　

（

４
２
２
３
）�

（
20
）５
５
７
０

nosei@
city.satsum

asendai.lg.jp

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

12
月
１
日（
日
）11
時
～
12
時

カ
フ
ェ
恋こ

四し

季き
（
下
甑
町
手
打
）

キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト

※�
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
と
は
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
行
う

講
師
で
す
。

ど
な
た
で
も
可

※
受
講
無
料

電
話カ

フ
ェ
恋
四
季

０
９
９
６
９（
７
）０
８
２
９

上
下
水
道
事
業
運
営
審
議
会
委
員

本
市
が
行
う
上
・
下
水
道
事
業
に

関
す
る
総
合
施
策
に
つ
い
て
調
査
・

審
議
す
る
委
員
の
公
募

※�

任
期
は
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

（
令
和
７
年
１
月
委
嘱
予
定
）

１
人

※
応
募
者
多
数
の
場
合
、
選
考

本
市
居
住
で
、
上
・
下
水
道
事
業

に
関
心
が
あ
る
満
20
歳
以
上
の
方

※
年
齢
は
、
令
和
６
年
11
月
１
日
現
在

12
月
２
日（
月
）当
日
消
印
有
効

市

上
の
応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
明
記
の
上
、
作
文（
４
０
０
字

程
度
）を
添
え
て
送
付
、
フ
ァ
ク
ス
、

メ
ー
ル

※�

作
文
の
テ
ー
マ
＝
こ
れ
か
ら
の
本

市
の
上
・
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

※�

作
文
様
式
も
市

上
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。

水
道
局
経
営
管
理
課
経
理
Ｇ

（
20
）８
５
０
１

（
25
）８
５
１
２

su-kikakusom
u@
city.

　
　
　
　
　satsum

asendai.lg.jp

移
動
図
書
館
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

交
通
手
段
な
ど
の
問
題
で
、
図
書

館
の
利
用
が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、

毎
月
１
回
巡
回
し
て
い
る
移
動
図
書

館
の
設
置
場
所
を
募
集（
令
和
７
年

４
月
か
ら
開
始
予
定
）

▼
設
置
条
件

　�

移
動
図
書
館
が
駐
車
可
能
な
場
所

が
あ
り
、
毎
月
の
利
用
者
が
５
人

以
上
見
込
め
る
こ
と

※
詳
し
く
は
、

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
応
募
多
数
の
場
合
、
選
考

12
月
27
日（
金
）必
着

中
央
図
書
館
お
よ
び
各
分
館
に
備

え
付
け
の
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を

明
記
の
上
、
直
接
、
フ
ァ
ク
ス

中
央
図
書
館�

（
22
）３
５
４
２

（
21
）１
２
８
９

相
談

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
　
　
　

【
要
予
約
】

毎
月
第
２
水
曜
日
14
時
30
分
～
、

15
時
30
分
～（
１
人
50
分
程
度
）

※�

日
程
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

川
内
保
健
セ
ン
タ
ー

自
分
や
家
族
、
職
場
な
ど
に
つ
い

て
の
こ
こ
ろ
の
相
談

臨
床
心
理
士

市
内
居
住
者
、
市
内
勤
務
者

※
相
談
無
料

電
話市

民
健
康
課
健
康
増
進
第
１
Ｇ

（
22
）８
８
１
１

▲市

相
談

▲市

▲市

24広報2024.11.10

不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
人

た
ち
の｢

だ
ん
で
会｣

11
月
16
日（
土
）14
時
30
分
～
18
時�

す
こ
や
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
方
々
が

安
心
し
て
語
り
合
え
る
会
で
、
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
時
間
内
、
い
つ
で
も
入
退
室
可

※
参
加
無
料
・
リ
モ
ー
ト
対
応
可

サ
ー
ク
ル
だ
ん
で
ら
い
お
ん
澁し
ぶ

田た

０
７
０（
８
４
９
８
）１
９
５
７

相
続
問
題
無
料
相
談
会

11
月
30
日（
土
）11
時
～
17
時
、
12

月
１
日（
日
）9
時
～
15
時（
１
人
30

分
程
度
）

里
公
民
館

※
予
約
不
要

※�

船
の
欠
航
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、

中
止
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

県
司
法
書
士
会

０
９
９（
２
４
８
）８
２
７
０

特
設
人
権
相
談
所
開
設

12
月
４
日（
水
）10
時
～
15
時

　
　
▼�

Ｓ
Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い
、
入

来
支
所
、
祁
答
院
保
健
セ
ン

タ
ー
、
上
甑
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
長
浜
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
　
12
月
６
日（
金
）10
時
～
15
時

　
　
▼�

樋
脇
保
健
セ
ン
タ
ー
、
東
郷

公
民
館

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局
と

川
内
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
に
よ
る
、

特
設
人
権
相
談
所
の
開
設

▼
鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

　
　
（
22
）２
３
０
０

　
▼�

本
庁
市
民
課
企
画
総
務
Ｇ
　

（

２
５
６
３
）

児
童
巡
回
相
談【
要
申
込
】

令
和
７
年
１
月
22
日（
水
）９
時
～

17
時サ

ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
川
内（
永

利
町
）

療
育
手
帳
の（
再
）判
定
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
更
新
の
判
定
な
ど

市
内
に
居
住
す
る
18
歳
未
満
の
方

12
月
６
日（
金
）ま
で

直
接
、
電
話

本
庁
障
害
福
祉
課
支
援
Ｇ
　

（

２
１
７
２
）

お
知
ら
せ

世
界
糖
尿
病
デ
ー

　
11
月
14
日
は
、｢

世
界
糖
尿
病
デ
ー｣

で
す
。
世
界
で
は
、
５
秒
に
１
人
が
糖

尿
病
に
関
す
る
病
で
命
を
奪
わ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
で
も
、
６
人
に
１
人
が
糖

尿
病
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
や
家

族
、
大
切
な
人
と
糖
尿
病
に
つ
い
て
考

え
ま
し
ょ
う
。

市
民
健
康
課
健
康
増
進
第
１
Ｇ

（
22
）８
８
１
１

土
地
台
帳
・
家
屋
台
帳（
登

記
情
報
）の
閲
覧
の
廃
止
に

つ
い
て

　｢

行
政
Ｄ
Ｘ｣

推
進
の
取
り
組
み
、

個
人
情
報
保
護
に
対
す
る
意
識
の
高

ま
り
な
ど
に
伴
い
、
税
務
課
の
紙
台

帳
閲
覧
は
、
令
和
７
年
１
月
か
ら
廃

止
し
ま
す
。

　
今
後
、
登
記
情
報
の
取
得
は
、
法

務
局
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
地
籍
集
成
図
の
発
行
、
所

有
者
本
人（
ま
た
は
委
任
者
）に
お
け

る
固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、
こ
れ
ま

で
通
り
税
務
課
で
取
得
で
き
ま
す
。

▼�

法
務
局
で
の
登
記
情
報
取
得
方
法

①
法
務
局
の
窓
口
申
請
　
　
　
　

②
法
務
局
へ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

③�

ウ
ェ
ブ
上
の｢

登
記
情
報
提
供

サ
ー
ビ
ス｣

に
よ
る
取
得

※
詳
し
く
は
、

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

（
22
）２
３
０
０

児
童
扶
養
手
当
の
制
度
改
正

　
令
和
６
年
11
月
分（
令
和
７
年
１

月
支
給
分
）よ
り
、
児
童
扶
養
手
当

の
制
度
が
拡
充
さ
れ
、
児
童
扶
養
手

当
の
全
部
支
給
お
よ
び
一
部
支
給
に

係
る
所
得
制
限
限
度
額
が
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

現
在
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で
あ
る

が
、
改
正
前
の
所
得
制
限
限
度
額
を

超
過
し
て
い
た
た
め
、
児
童
扶
養
手

当
の
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い
方

認
定
請
求
書
、
申
請
者
名
義
の
口

座
が
分
か
る
も
の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
の
個
人
番
号
が
分
か
る

も
の
、
戸
籍
謄
本（
抄
本
）な
ど

※�

請
求
者
の
状
況
に
よ
り
必
要
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
必
要
書
類
の
ご

確
認
は
、

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
随
時
受
付

※�

申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と

な
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類
を
準
備
の

上
、
直
接

※�

改
正
内
容
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し

く
は
、
市

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

本
庁
子
育
て
支
援
課
育
成
支
援
Ｇ

（

２
３
５
３
）�

、
甑
島
振
興
局

各
支
所

｢

市
職
員
人
材
育
成
等
に
関
す
る

調
査｣

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

市
職
員
人
材
育
成
基
本
方
針
な
ど

の
改
訂
に
向
け
、
市
民
の
皆
さ
ん
が

市
職
員
に
対
し
求
め
る
も
の
や
市
民

の
皆
さ
ん
の
仕
事
と
家
庭
生
活
の
両

立
の
た
め
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の

意
見
を
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
調
査
す

る
も
の

市
内
居
住
者

12
月
２
日（
月
）ま
で

回
答
フ
ォ
ー
ム

※�

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
い
た
だ
い

た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
40
人
に
つ

ん
Ｐ
ａ
ｙ
で
利
用
で
き
る
デ
ジ
タ

ル
地
域
通
貨（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ポ
イ
ン

ト
５
０
０
円
分
）を
贈
呈
し
ま
す
。

本
庁
総
務
課
人
事
職
員
Ｇ
　
　

（

４
５
２
１
）�

（
20
）５
５
７
０

市
職
員
の
人
事
異
動

10
月
１
日
付
参
事
補
以
上

参
事
補

▽�

東
部
消
防
署
副
署
長
兼
第
２
部
隊

長
兼
予
防
査
察
係
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
下
　
道
雄

▲法務局

▲市

お
知
ら
せ

▲回答
　フォーム

▲市

市
職
員
の
人
事
異
動

１0
月
１
日
付
参
事
補
以
上
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